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愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業 

制度改正にかかる届出様式の変更及び提出スケジュール等について 

  

標記の件について、令和７年４月の制度改正に伴い、契約法人から本会へご提出いただく各種届出

様式が変更となります。新しい届出様式の入手方法や提出スケジュール等について下記のとおりお知

らせしますので、ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご確認の上、切替時期以降は新様式をご使用いた

だきますようよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 届出様式一覧 

  別紙「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業 各種届出様式について」のとおり 

  

２ 主な変更内容 

 （１）制度改正に関連する部分（昇給上限の削除等）を変更しました。【様式第９号ほか】 

 （２）普通退職時の退職者の署名・捺印欄を削除しました。【様式第１１号】 

 （３）一部様式の法人印の押印を省略可能としました。【様式第１１号・１７号・１８号】 

 （４）上記（３）に伴い、一部様式の電子申請での提出も可能としました。【様式第１１号[※死

亡退職時は除く]・１７号・１８号】 

 （５）様式を廃止しました。【様式第１４号】 

 （６）その他、文言や表記の修正等を行いました。 

  ※事務手続きの方法（電子申請または郵送での提出）や毎月の手続きの流れ等は、これまでと変

更ありません。 

 

３ 届出様式の入手方法 

  電子申請システム（ダイレクトクラウド）及び本会ホームページ上に、新しい届出様式をアップ

ロードしますので、必要な様式をダウンロードの上、ご利用ください。 

 

 

 

 

 

  

 

  ※様式第９号：基準給与月額（本俸月額）届については、別途、３月末を目途に令和７年度の 

   同様式作成にかかるご案内を送付・アップロードします。 

 

■県退職共済電子申請システム（ダイレクトクラウド）［ https://web.directcloud.jp/login ］ 

 ログイン後、ホーム画面左側の各フォルダメニューの「共有」→「000共有BOX」の共通書式フォ 

 ルダからダウンロードしてください。 
 

■愛媛県社会福祉協議会ホームページ［ https://ehime-shakyo.or.jp/ ］ 

 トップページのメニューの「福祉サービス向上」→「愛媛県退職共済支援事業」をクリックし、 

 同ページからダウンロードしてください。 



４ 様式の切替時期及び提出期限の変更について 

 （１）３月処理（現行制度）の各種届出には、現行の様式をご使用ください。 

    ４月処理（新制度）の各種届出には、今回アップロードしました改正後の新様式をご使用

ください。 

 （２）各種届出の提出期限について、毎月２０日を締切としていますが、制度改正にかかる管理シ

ステムの移行作業及び３月処理反映後に年度末書類の作成処理等を行う必要があるため、

ご多忙のところ大変恐縮ですが、次月の３月処理（３月当月申請・２月退職者）の提出締

切を【３月１４日（金）】に変更させていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしく

お願いします。 

 

  ＜令和６年度末・令和７年度始めの提出スケジュール等＞ 

 

５ その他 

 （１）新制度移行後は、古い様式は使用せず、改正後の新しい様式を使用してください。 

 （２）ご不明な点等がありましたら、下記までお問合せください。 

 

６ 問合せ先 

愛媛県社会福祉協議会 総務企画部 経営管理課（担当：近藤・大戸） 

〒７９０－８５５３ 松山市持田町三丁目８番１５号 

  ＴＥＬ ０８９－９２１－８３４４ ／ ＦＡＸ ０８９－９２１－８９３９ 

Ｅメール e-kyousai@ehime-shakyo.or.jp 

処理年月 届出を提出するもの及び提出締切 使用する様式 

［令和６年度］ 

令和７年３月処理 

 

【現行制度】 

３月処理 提出締切【３月１４日（金）】 
 

 ●３月当月申請 

  ＊３月の新規加入、中断・再開、継続異動、 

   その他変更 など 

 ●２月退職者 

  ＊２月の退職[2/1～2/28]の退職届 

⇒現行の様式を 

 ご使用ください。 

［令和７年度］ 

令和７年４月処理 

 

【新制度】 

４月処理 提出締切【４月２０日（日）】 
 

 ●４月当月申請 

  ＊４月の新規加入、中断・再開、継続異動、 

   その他変更など 

 ●３月退職者 

  ＊３月の退職[3/1～3/31]の退職届 

   ※経過措置適用 

 ●令和７年度 本俸月額登録（毎年 4月のみ） 

  ＊４月１日現在の本俸月額を登録 

⇒改正後の新様式を 

 ご使用ください。 


